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　こうち県議
会だよりは、
定例会（ ２ 月・
６月・９月・１２
月）に合わせ
て年４回発行
します。

高知県イメージキャラクター
「くろしおくん」

平成１６年（２００４年）　９月１２日（日） こうち県議会だより
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あしずり祭り（土佐清水市）

＊この広報紙は、県の総合・合同庁舎、市町村役場でも
　お渡ししています。

●
県
政
運
営
に
つ
い
て　

〜
開
会
日
〜

　

提
案
説
明
の
冒
頭
橋
本
知
事
は
、
平
成
十
六
年
度
の
県

政
運
営
は
、二
百
三
十
億
円
を
超
え
る
財
源
不
足
と
い
う
、

か
つ
て
な
い
大
変
厳
し
い
予
算
の
下
に
ス
タ
ー
ト
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
国
の
借
入
金
が
、
七
百
兆

円
を
超
え
る
と
い
う
、
異
常
な
財
政
状
況
の
下
で
は
、
地

方
交
付
税
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
圧
力
は
ま
す
ま
す
強

く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
県
が
担
っ
て
き
た

サ
ー
ビ
ス
や
体
制
を
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
た
の
で
は
、
こ

こ
数
年
の
う
ち
に
、財
政
再
建
団
体
に
転
落
し
て
し
ま
い
、

事
実
上
予
算
の
編
成
や
執
行
は
、国
の
管
理
下
に
置
か
れ
、

県
民
の
暮
ら
し
や
経
済
に
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え

る 
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
危 
機
的 
な 
状 
況
を
県 
民
に
も 
理

解
し
て
も
ら
っ
た
上
で
、
財
政
運
営
を
根
本

的
に
見
直
し
て
い
く
と
述
べ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革
や
、

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
な
ど
、
各
分
野
ご
と

の
主
要
な
政
策
に
つ
い
て
意
見
や
方
針
を

述
べ
た
後
、
今
定
例
会
に
提
出
し
た
三
十
三

議
案
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
人
事
議
案
に
つ
い
て
は
、
他
の
議

案
と
分
離
の
う
え
裁
決
し
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

●
知
事
の
政
治
姿
勢
や
市
町
村
合
併
問
題

な
ど
に
つ
い
て
論
議　

〜
本
会
議
質
問
〜

　

開
議
第
二
日
か
ら
第
四
日
に
は
本
会
議

で
質
疑
・
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
九
人
の
議

員
が
登
壇
。

　

知
事
の
政
治
姿
勢
、
三
位
一
体
の
改
革
、

南
海
地
震
対
策
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

●
三
十
四
議
案
と
請
願
一
件
を
審
査

　

〜
常
任
委
員
会
〜

　

三
十
四
議
案（
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
一

議
案
及
び
継
続
審
査
一
議
案
を
含
む
。）
及
び
請
願
一
件

が
所
管
の
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
三

十
三
議
案
が
原
案
ど
お
り
可
決
、一
議
案
が
修
正
議
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、請
願
一
件
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

●
四
十
議
案
を
可
決　

〜
閉
会
日
〜

　

本
会
議
で
採
決
の
結
果
、
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
三
十

三
議
案
（
継
続
審
査
一
議
案
含
む
）
が
可
決
（
う
ち
一
件

修
正
議
決
）
さ
れ
、
三
議
案
（
追
加
提
出
議
案
）
に
つ
い
て

は
、
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
付
託
の
う
え
継
続
審
査

と
な
り
ま
し
た
。
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
八
議
案
の

う
ち
、七
議
案
が
可
決
、一
議
案
が
否
決
さ
れ
ま
し
た
。請

願
一
件
は
、採
択
さ
れ
ま
し
た
。
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�
 
高
知
県
に
と
っ
て
、道
路
関
係
の

補
助
負
担
金
の
廃
止
、
削
減
は
避

け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
道
路
特

定
財
源
の
堅
持
は
譲
れ
な
い
と
思

う
が
、
ど
の
よ
う
に
道
路
整
備
予

算
の
確
保
に
努
め
る
の
か
。

�
 
知
事　

全
国
知
事
会
議
の
議
論

で
も
、公
共
事
業
の
分
野
は
、本
来
、

一
般
財
源
化
す
べ
き
だ
と
い
う
明

確
な
主
張
を
し
た
上
で
、戦
略
論
と

し
て
廃
止
対
象
の
リ
ス
ト
に
載
せ
る

か
を
慎
重
に
判
断
す
べ
き
と
の
方

向
で
ま
と
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
と
受
け

止
め
て
い
る
。本
県
で
は
、道
路
の
整

備
が
遅
れ
て
い
る
う
え
、
県
民
の
皆

さ
ん
か
ら
も
道
路
に
対
す
る
要
望

が
多
い
と
い
う
実
情
が
あ
り
、
基
本

論
や
戦
略
論
と
い
っ
た
視
点
を
踏
ま

え
て
現
実
的
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

�
 
旅
費
シ
ス
テ
ム
は
地
域
経
済
へ

の
配
慮
が
な
い
と
の
議
会
か
ら
の

指
摘
な
ど
を
踏
ま
え
、今
後
、旅
費

事
務
の
改
善
に
ど
の
よ
う
に
取
り

組
む
の
か
。

�
 
総
務
部
長　

二
月
定
例
会
で
の

指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
現
在
、
宿

泊
や
旅
券
の
手
配
を
地
元
旅
行
業

問答問答

七
月
二
十
日 

山本　広明
（自由民主党）

者
に
任
せ
つ
つ
、
旅
費
に
か
か
る
事

務
の
改
善
や
簡
素
な
旅
費
制
度
へ

の
見
直
し
が
可
能
と
な
る
仕
組
み
の

検
討
を
進
め
て
い
る
。

�
 
県
民
文
化
ホ
ー
ル
の
二
年
間
の

休
館
を
回
避
す
る
た
め
に
、
シ
キ

ボ
ウ
跡
地
に
新
し
く
県
民
ホ
ー
ル

を
建
設
し
、
そ
の
後
、
現
在
の
ホ
ー

ル
に
つ
い
て
検
討
し
て
は
ど
う
か

と
考
え
る
が
、所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

十
四
年
度
に
行
っ
た
県

民
文
化
ホ
ー
ル
の
設
備
の
診
断
の
結

果
で
は
、
十
八
年
度
か
ら
工
事
に
か

か
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
く
ら
い
老

朽
化
が
進
ん
で
い
る
。こ
の
た
め
、
ま

ず
は
休
館
を
前
提
に
、そ
の
間
の
代

替
施
設
の
確
保
に
努
め
て
い
る
が
、

別
の
視
点
か
ら
の
選
択
肢
も
含
め

て
検
討
す
る
だ
け
の
価
値
の
あ
る

課
題
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

問答

7 月定例会
本会議の質問から

質
問
者
（
質
問
順
）

七
月
二
十
日

　

山
本　

広
明

　

岡
崎　

俊
一

　

米
田　
　

稔

七
月
二
十
一
日

　

坂
本　

茂
雄

　

西
森　

雅
和

　

樋
口　

秀
洋

七
月
二
十
二
日

　

溝
渕　

健
夫

　

朝
比
奈
利
広

　

土
森　

正
典

�
 
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度

の
推
進
の
要
で
あ
る
集
落
協
定
の

締
結
状
況
は
、
全
国
平
均
か
ら
見

て
も
著
し
く
低
位
に
あ
る
。
市
町

村
と
の
連
携
を
強
化
し
て
、
協
定

締
結
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

締
結
率
が
低

い
市
町
村
に
は
、
制
度
の
趣
旨
を
改

め
て
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村

と
一
体
と
な
り
、
地
域
の
実
態
、
締

結
に
至
ら
な
い
原
因
を
再
度
把
握

し
直
し
、
早
急
に
具
体
的
な
対
応

策
を
検
討
す
る
な
ど
の
準
備
を
進

め
て
い
く
。

�
 
本
県
防
災
力
の
分
析
と
今
後
の

取
り
組
み
、ま
た
、県
内
自
主
防
災

組
織
体
制
の
状
況
を
聞
く
。

�
 
危
機
管
理
担
当
理
事　

防
災
力

の
調
査
で
は
、「
情
報
連
絡
体
制
」と

「
体
制
の
整
備
」
の
指
標
が
良
く
、

「
評
価
・
見
直
し
」と「
被
害
軽
減
・

予
防
策
」の
指
標
な
ど
は
、
全
国
平

均
の
半
分
以
下
で
あ
る
。弱
い
点
は
、

で
き
る
も
の
か
ら
順
次
、
改
善
を
図

る
。ま
た
、十
六
年
四
月
一
日
現
在
、

県
下
の
自
主
防
災
組
織
は
、
七
百

十
四
組
織
、
全
世
帯
数
に
占
め
る

割
合
は
、二
十
七
・
一
％
と
全
国
の

状
況
と
比
べ
ま
だ
ま
だ
低
い
状
況
で

あ
り
、
今
後
も
設
立
や
育
成
を
支

援
し
て
い
き
た
い
。

�
 
「
木
の
文
化
県
構
想
」の
行
動
計

画
を
さ
ら
に
一
歩
前
進
し
た
形
で
、

十
七
年
度
以
降
も
取
り
組
む
べ
き

だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

�
 
知
事　

行
動
計
画
も
今
年
度
が

最
終
年
度
と
な
っ
た
。
一
定
の
成
果

も
あ
る
が
、ま
だ
ま
だ
積
極
的
に
木

材
の
利
用
を
進
め
る
余
地
が
残
っ
て

い
る
と
感
じ
て
い
る
。
今
後
は
構
想

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、
県

施
設
の
木
造
化
基
準
を
作
り
、
そ

れ
を
原
則
と
し
て
義
務
づ
け
る
な

ど
、
県
自
ら
の
率
先
実
行
を
実
効

性
を
も
っ
て
進
め
て
い
け
る
仕
組
み

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

問答問答問答 集
落
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、中

山
間
地
域
振
興
に
生
か
す
努
力
を

高知県立県民文化ホール

県
民
の
要
望
の
多
い
道
路
整
備

予
算
の
確
保
に
努
め
よ

岡崎　俊一
（21県政会）

七
月
二
十
一
日 

�
 
ア
ク
セ
ル
発
言
は
、こ
れ
ま
で
の

基
本
ス
タ
ン
ス
の
転
換
で
は
な
い

か
。
市
町
村
合
併
に
対
す
る
基
本

認
識
を
聞
く
。

�
 
知
事　

こ
れ
ま
で
の「
合
併
は
地

域
の
皆
様
が
自
主
的
ま
た
主
体
的

に
選
択
す
べ
き
課
題
だ
」
と
の
ス
タ

ン
ス
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。た
だ
、

合
併
は
将
来
に
わ
た
っ
て
自
立
し
た

地
域
経
営
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
の

大
き
な
選
択
肢
と
言
え
る
。私
が
地

域
に
出
向
く
こ
と
で
合
併
問
題
へ
の

理
解
が
少
し
で
も
深
ま
る
の
で
あ

れ
ば
積
極
的
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

�
 
三
位
一
体
の
改
革
は
、
自
治
体

の
自
助
努
力
を
台
無
し
に
す
る
。

新
た
な
怒
り
と
決
意
を
も
っ
て
、あ

ら
ゆ
る
場
や
手
段
を
通
じ
て
地
方

の
声
、
住
民
の
叫
び
を
国
に
届
け

る
こ
と
が
肝
要
だ
。

�
 
知
事　

改
革
の
初
年
度
が
地
方

に
与
え
た
痛
み
を
、
国
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
政
党
や
マ
ス
コ
ミ
の
方
々
に

も
伝
え
る
と
同
時
に
、本
来
の
改
革

の
姿
に
戻
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
き

た
。今
後
と
も
、
他
の
知
事
と
も
連

携
を
と
り
な
が
ら
、あ
ら
ゆ
る
機
会

を
通
じ
て
、
地
方
の
声
を
届
け
て
い

く
。

�
 
あ
る
県
立
高
校
定
時
制
の
教
諭

が
、
授
業
時
間
中
に
検
定
試
験
を

実
施
し
、
自
ら
の
指
導
教
科
の
授

業
も
十
分
行
っ
て
い
な
い
、し
か
も
、

監
督
料
を
得
て
い
る
事
実
経
過
を

把
握
し
て
い
る
か
。

�
 
教
育
長　

ワ
ー
プ
ロ
検
定
を
平

日
の
授
業
中
に
、
簿
記
検
定
を
定

期
試
験
日
の
放
課
後
に
実
施
し
て

い
た
。
そ
の
結
果
、
一
部
の
生
徒
に

対
し
本
来
の
教
科
の
指
導
が
十
分

と
は
言
い
難
い
状
況
と
な
っ
た
。
今

回
の
検
定
試
験
は
、本
来
、週
休
日

に
県
下
一
斉
に
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
実
施
日
は
不
適
切
で

あ
っ
た
。
今
回
の
背
景
を
詳
し
く
調

査
し
、今
後
、こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起

き
な
い
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
。

問答問答問答 市
町
村
合
併
は

押
し
付
け
る
べ
き
で
は
な
い

米田　　稔
（日本共産党と緑心会）

�
 
義
務
教
育
に
対
す
る
国
の
責
任

を
果
た
す
と
い
う
枠
組
み
で
の
国

庫
負
担
金
に
よ
る
財
源
確
保
を
し

つ
つ
、
地
方
の
自
由
度
を
高
め
る
制

度
改
革
を
進
め
る
べ
き
だ
。

�
 
知
事　

国
が
財
源
を
保
障
す
る

限
り
、 一
般
財
源
化
さ
れ
た
方
が
、

地
域
の
実
情
に
合
っ
た
、
よ
り
柔
軟

で
質
の
高
い
教
育
を
実
現
で
き
る
と

の
考
え
だ
。一
方
、
小
規
模
校
や
加

配
の
教
員
数
が
多
い
本
県
に
と
っ
て

は
、
国
に
財
源
保
障
の
約
束
を
ほ
ご

に
さ
せ
な
い
確
か
な
条
件
づ
け
が
必

要
。た
だ
、
今
回
の
国
か
ら
の
投
げ
か

け
は
税
財
源
の
地
方
分
権
を
進
め

る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
地
方
と
し
て
責

任
あ
る
国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革

案
を
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
を
念
頭
に

次
の
全
国
知
事
会
議
に
臨
み
た
い
。

�
 
提
案
説
明
で
考
え
を
示
さ
れ
た
、

断
念
又
は
凍
結
す
る
事
業
と
継
続

す
る
事
業
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で

区
分
し
て
い
く
の
か
。

�
 
知
事　

あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
基

準
を
設
け
て
既
存
の
一
つ
一
つ
の
事

業
を
分
類
す
る
や
り
方
は
考
え
て
い

な
い
。む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご

と
に
県
民
生
活
の
根
幹
を
支
え
る

も
の
や
県
の
発
展
に
不
可
欠
な
も
の

は
何
か
と
いっ
た
こ
と
を
改
め
て
議
論

す
る
こ
と
を
通
じ
て
新
た
な
予
算
の

姿
が
見
え
て
く
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

�
 
南
海
地
震
対
策
の
条
例
化
は
、

一
定
の
レ
ベ
ル
の
高
ま
り
を
待
つ
の

で
は
な
く
、
今
こ
そ
条
例
を
柱
に
基

礎
体
力
を
備
え
様
々
な
対
策
を
打

ち
出
す
べ
き
時
期
だ
。

�
 
知
事　

本
県
の
自
主
防
災
組
織

の
現
状
で
は
、
今
し
ば
ら
く
準
備
期

間
を
置
い
た
後
に
、
条
例
制
定
に
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
よ
り
よ
い
条

例
づ
く
り
に
つ
な
が
る
道
だ
と
考
え

て
い
る
。今
後
、熟
度
の
進
み
具
合
も

考
え
な
が
ら
、で
き
る
だ
け
早
く
、条

例
化
に
向
け
て
の
取
り
組
み
が
進
む

よ
う
庁
内
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

問答問答問答 義
務
教
育
費
の
国
庫
負
担
金
に

対
す
る
考
え
方
を
明
確
に
示
せ

坂本　茂雄
（県民クラブ）

��������	
���
●可決・同意された議案（４１議案と１事件）
知事提出議案（３４議案）
�予算議案（１議案）
　「平成１６年度高知県一般会計補正予算」
�条例議案（１８議案）
「市町村の合併に伴う高知県議会の議員の選挙区の特例に関
する条例議案」
「土佐郡本川村、吾川郡伊野町及び同郡吾北村の廃置分合
に伴う関係条例の整理に関する条例議案」
「高知市、土佐郡鏡村及び同郡土佐山村の廃置分合に伴う関
係条例の整理に関する条例議案」
「高岡郡東津野村及び同郡葉山村の廃置分合に伴う関係条
例の整理に関する条例議案」
「保健所の位置、名称及び所管区域に関する条例の一部を改
正する条例議案」
「高知県福祉事務所設置条例の一部を改正する条例議案」
「高知県地域農業改良普及センター設置条例の一部を改正す
る条例議案」
「高知県土木事務所設置条例の一部を改正する条例議案」
「高知県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例議案」
「高知県税条例の一部を改正する条例議案」
「過疎地域等における県税の課税免除に関する条例及び半島
振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例
の一部を改正する条例議案」
「高知県立こどもの森の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例議案」
「高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例議案」

「高知県建設業法関係手数料徴収条例の一部を改正する条
例議案」

「高知県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一
部を改正する条例議案」

「高知県建築士法施行条例の一部を改正する条例議案」
「高知県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条
例議案」

「高知県こども条例議案」
�その他議案（１４議案）
「高知県が当事者である和解に関する議案」
「町村の廃置分合に関する議案」
「市村の廃置分合に関する議案」
「町村の廃置分合に関する議案」
「町の属すべき郡の区域に関する議案」
「公平委員会の事務の受託の廃止に関する議案」
「公平委員会の事務の受託の廃止に関する議案」
「公平委員会の事務の受託の廃止に関する議案」
「高知県立塩見記念青少年プラザの指定管理者の指定に関
する議案」
「高知県病院事業欠損金の資本剰余金による処理に関する議案」
「県有財産（室戸広域公園事業用地）の取得に関する議案」
「高知県高速漁業取締船建造工事請負契約の締結に関する議案」
「浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター水処理施設設備工
事委託に関する契約の締結に関する議案」

「梼原町特定環境保全公共下水道根幹的施設の建設工事委
託に関する契約の締結に関する議案」

�人事議案（１議案）
「高知県公安委員会の委員の任命についての同意議案」
議員提出議案（７議案と１事件）
�条例議案（１議案）

「あったか高知観光条例議案」
�意見書議案（５議案）
「介護予防対策の拡充を求める意見書議案」
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並
びに関係法令の遵守に関する意見書議案」
「公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保等に関
する意見書議案」
「農政の改革に関する意見書議案」
「犯罪被害者の救済と被害回復制度の拡充に関する意見書議案」
�その他議案（１議案）
「議員を派遣することについて議会の決定を求める議案」
�その他事件（１件）
「坂本ダム等に関する調査特別委員会の調査経費の追加の件」

●継続審査とされた議案（３議案）
知事提出議案（３議案）
�報告議案（３議案）
「平成１５年度高知県電気事業会計決算」
「平成１５年度高知県工業用水道事業会計決算」
「平成１５年度高知県病院事業会計決算」

●否決された議案（１議案）
議員提出議案（１議案）
�意見書議案（１議案）
「年金「改革」法の実施を中止し、年金制度の充実を求める意
見書議案」

●採択された請願（１件）
「障害のあるすべての子供たちの豊かな発達を保障する教育
条件整備を求める請願について」



こうち県議会だより
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平成１６年（２００４年）　９月１２日（日）

�
 
来
年
度
か
ら
の
新
し
い
合
併
特

例
法
で
、
知
事
が
合
併
構
想
を
定

め
、
構
想
対
象
の
市
町
村
に
合
併

協
議
の
推
進
な
ど
を
勧
告
で
き
る

こ
と
に
関
す
る
所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

人
口
規
模
だ
け
を
基
準

に
一
律
に
合
併
へ
の
動
き
を
促
そ
う

と
す
る
手
法
に
対
し
て
は
、
疑
問
を

感
じ
て
い
る
。た
だ
、そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
の
思
い
や
、
市
町
村
の
関
係
者
か

ら
の
要
請
を
受
け
て
、県
が
勧
告
や

あ
っ
せ
ん
を
す
る
こ
と
で
合
併
議
論

に
向
け
て
の
後
押
し
や
き
っ
か
け
づ

く
り
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し

た
こ
と
も
選
択
肢
の
一
つ
と
考
え
て

い
る
。こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
来
年

度
に
国
か
ら
具
体
的
指
針
が
公
表

さ
れ
る
予
定
で
、
今
後
の
県
内
の
合

併
の
動
向
な
ど
も
踏
ま
え
な
が
ら
、

来
年
度
に
具
体
的
な
点
を
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

�
 
高
知
県
全
県
域
生
活
排
水
処
理

構
想
が
絵
に
描
い
た
餅
に
終
わ
ら

な
い
よ
う
に
、
県
と
し
て
、
市
町
村

の
生
活
排
水
処
理
計
画
に
対
し
て

見
直
し
の
働
き
か
け
を
し
、
県
の

構
想
も
、再
度
、見
直
す
必
要
が
あ

る
と
思
う
が
ど
う
か
。

�
 
知
事　

国
の
三
位
一
体
の
改
革

や
市
町
村
合
併
な
ど
、国
と
地
方
の

関
係
や
社
会
情
勢
が
大
き
く
変
化

し
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
状
況
変

化
が
各
市
町
村
に
ど
の
よ
う
に
影

響
す
る
の
か
を
見
き
わ
め
た
う
え
で
、

市
町
村
に
相
談
を
し
、
処
理
構
想

の
見
直
し
の
必
要
性
を
判
断
を
し

て
い
き
た
い
。

�
 
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
観
点
か
ら
、

県
庁
で
も
夜
間
や
休
日
の
窓
口

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
必
要
だ
。

�
 
総
務
部
長　

窓
口
業
務
に
つ
い
て

は
、パ
ス
ポ
ー
ト
や
県
税
に
関
す
る
事

務
を
昼
休
み
に
も
行
う
な
ど
、
利
便

性
の
向
上
に
努
め
て
き
た
。今
後
も
、

県
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、行
政
サ
ー
ビ

ス
の
コ
ス
ト
も
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
、

窓
口
業
務
の
充
実
を
検
討
し
て
い
く
。

問答問答問答 新
合
併
特
例
法
に
お
け
る
勧
告
権

限
に
つ
い
て
知
事
の
所
見
を
聞
く

西森　雅和
（公明党）

�
 
単
価
低
迷
が
園
芸
不
況
を
生
ん

で
い
る
。
安
芸
市
が
全
国
に
誇
る

減
農
薬
ナ
ス
な
ど
を
高
付
加
価
値

化
し
て
、
単
価
ア
ッ
プ
を
目
指
せ
。

ま
た
、
次
期
戦
略
品
目
の
開
発
と
、

五
年
後
の
ハ
ウ
ス
園
芸
を
聞
く
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

有
利
販
売
は

安
定
出
荷
で
き
る
「
産
地
の
ま
と
ま

り
」
と
減
農
薬
が
必
要
。
本
県
は
、

環
境
保
全
型
農
業
で
は
全
国
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
で
あ
り
、今
後
も
こ
れ
ら
の

技
術
普
及
と
、
栽
培
履
歴
公
開
な

ど
、
先
進
的
な
取
り
組
み
を
行
う
。

ま
た
、
次
期
戦
略
品
目
は
受
粉
不

要
の
ナ
ス
な
ど
、
新
た
な
主
要
品
種

の
開
発
を
行
っ
て
い
る
。
五
年
後
は

改
正
卸
売
市
場
法
が
完
全
実
施
さ

れ
、
産
地
間
競
争
が
激
化
す
る
た

め
、消
費
者
に
選
ば
れ
る
産
地
の
地

位
を
確
立
し
た
い
。

�
 
国
の
政
治
の
怠
慢
か
ら
、
安
芸

市
街
地
の
国
道
五
十
五
号
が
渋
滞

す
る
。
そ
の
対
策
に
海
沿
い
の
市

道
を
、
特
例
と
し
て
県
代
行
な
ど

で
整
備
で
き
な
い
か
。

�
 
土
木
部
長　

県
代
行
は
将
来
、

国
道
か
県
道
昇
格
が
前
提
で
困
難
。

し
か
し
、
指
摘
の
区
間
は
地
域
高
規

格
道
路
の
完
成
ま
で
時
間
を
要
す

る
。
そ
こ
で
、
当
面
の
渋
滞
対
策
を

打
つ
た
め
、
国
土
交
通
省
で
詳
細
に

調
査
す
る
。

�
 
安
芸
漁
港
、西
浜
海
岸
、穴
内
海

岸
の
越
波
対
策
を
急
げ
。

�
 
海
洋
局
長　

安
芸
漁
港
の
越
波

は
、
沖
防
波
堤
の
整
備
か
防
波
堤

改
良
を
検
討
す
る
。こ
の
結
果
を
基

に
、越
波
対
策
に
取
り
組
み
た
い
。

�
 
港
湾
空
港
局
長　

西
浜
海
岸
は
、

短
期
間
で
の
整
備
に
努
め
る
。穴
内

海
岸
は
、管
理
者
で
あ
る
安
芸
市
の

要
望
に
添
っ
た
予
算
確
保
を
、
国
に

働
き
か
け
る
。

問答問答問答答 単
価
ア
ッ
プ
で
園
芸
不
況
を

乗
り
切
れ

樋口　秀洋
（県政新風会）

�
 
「
お
れ
お
れ
詐
欺
」
の
発
生
状
況

と
被
害
防
止
方
策
を
聞
く
。

�
 
警
察
本
部
長　
「
お
れ
お
れ
詐
欺
」

の
本
県
で
の
発
生
状
況
は
、昨
年
、二

十
九
件
発
生
し
、被
害
総
額
は
約
八

百
七
十
万
円
、
今
年
は
、
六
月
末
日

現
在
で
二
十
二
件
発
生
し
、被
害
総

額
は
約
四
千
三
百
万
円
と
全
国
的

な
傾
向
と
同
様
、
件
数
、
被
害
額
と

も
に
大
幅
増
加
し
て
い
る
。
架
空
名

義
預
金
口
座
へ
の
振
込
が
要
求
さ
れ

る
な
ど
、
検
挙
が
非
常
に
困
難
な
状

況
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
媒
体
を
利
用
し

て
の
広
報
啓
発
活
動
、
防
犯
教
室
の

開
催
、各
金
融
機
関
に
対
す
る
被
害

防
止
の
協
力
要
請
な
ど
を
行
い
被
害

防
止
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

�
 
公
社
等
外
郭
団
体
の
改
革
の
実

効
性
を
確
保
す
る
上
で
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
の
か
。

�
 
副
知
事　

九
月
末
を
め
ど
に
改

革
の
実
施
計
画
の
策
定
作
業
を

行
っ
て
お
り
、
今
後
五
年
程
度
の
取

り
組
み
の
手
順
、ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど

を
盛
り
込
ん
だ
う
え
で
、
十
六
年

度
中
に
公
表
し
、
順
次
計
画
に
沿
っ

て
取
り
組
ん
で
い
く
。

�
 
高
知
県
園
芸
戦
略
推
進
会
議
の

現
在
の
検
討
状
況
及
び
今
後
の
取

り
組
み
の
方
向
に
つ
い
て
聞
く
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

系
統
共
販
体

制
の
意
義
の
再
認
識
と
園
芸
連
を

軸
と
し
た
流
通
販
売
の
あ
り
方
に

関
わ
る
も
の
や
、
各
農
協
が
統
一
し

て
取
り
組
む
べ
き
テ
ー
マ
を
、
系
統

共
販
、共
同
計
算
、輸
送
、安
全
・
安

心
対
策
、
資
材
コ
ス
ト
、
営
農
対
策

の
六
つ
に
絞
り
、各
テ
ー
マ
の
課
題
と

対
応
策
を
具
体
的
に
検
討
し
て
お

り
、
一
部
を
除
き
新
し
い
園
芸
年

度
か
ら
実
践
に
移
し
て
い
く
。
厳
し

い
状
況
を
克
服
す
る
に
は
、対
応
策

に
つ
い
て
、
各
農
業
団
体
が
主
体
的

に
実
践
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
と
同
時
に
関
係
者
の
方
が
力
を

結
集
し
て
、不
退
転
の
決
意
で
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

問答問答問答
「
お
れ
お
れ
詐
欺
」の
被
害
防
止

を
図
れ

溝渕　健夫
（自由民主党）

七
月
二
十
二
日 

�
 
表
層
型
や
中
層
型
の
浮
魚
礁
な

ど
の
整
備
は
、
本
県
漁
業
の
振
興

対
策
と
し
て
極
め
て
重
要
だ
。

�
 
海
洋
局
長　

表
層
型
の
浮
魚
礁

は
、
漁
業
関
係
者
か
ら
高
い
評
価
を

い
た
だ
き
、沖
合
い
タ
イ
プ
の
中
層
型

浮
魚
礁
は
、
漁
場
拡
大
効
果
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。一
方
、
沿
岸
タ
イ
プ

の
中
層
型
の
浮
魚
礁
や
沈
設
型
の

魚
礁
は
、
効
果
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
今
年
度
は
こ
れ
ら
の

事
業
を
一
た
ん
休
止
し
て
魚
礁
の

効
果
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま

え
て
今
後
の
事
業
の
あ
り
方
を
再
検

討
し
、
効
果
的
な
事
業
に
絞
っ
て
優

先
的
に
実
施
を
し
て
い
き
た
い
。

�
 
風
力
発
電
に
対
し
、
県
と
し
て

積
極
的
な
対
応
を
求
め
る
。

�
 
企
画
振
興
部
長　

県
で
は
、
市

町
村
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
策
定

を
促
進
し
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
進
め
て
き
た
。

そ
こ
か
ら
新
し
い
提
案
も
出
て
き
て

お
り
、ビ
ジョン
の
具
体
化
に
つ
い
て
市

町
村
の
取
り
組
み
を
支
援
し
て
い
く
。

ま
た
、
風
力
発
電
推
進
の
た
め
の
課

題
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
を
、

補
正
予
算
に
計
上
し
た
四
国
地
域

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
の
中
で
明
ら

か
に
し
、
市
町
村
や
風
力
発
電
事
業

者
な
ど
に
示
し
て
い
く
。

�
 
厳
し
い
雇
用
状
況
を
克
服
す
る

た
め
に
も
、
須
崎
市
に
誘
致
し
た
エ

ム
・
セ
テ
ッ
ク
に
、県
と
し
て
最
大
限

の
支
援
を
す
べ
き
だ
。

�
 
商
工
労
働
部
長　

こ
れ
ま
で
も

誘
致
企
業
に
は
、当
初
の
支
援
だ
け

で
な
く
、立
地
後
も
人
材
の
確
保
な

ど
き
め
細
か
な
支
援
に
努
め
て
き

た
。エ
ム
・
セ
テ
ッ
ク
社
に
関
し
て
も
、

立
地
以
降
、
須
崎
市
と
と
も
に

度
々
話
し
合
う
機
会
を
持
っ
て
お
り
、

今
後
と
も
企
業
側
の
要
望
や
課
題

を
十
分
に
把
握
し
、
地
元
市
や
関

係
機
関
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
、

県
と
し
て
で
き
る
限
り
の
支
援
を

行
っ
て
い
く
。

問答問答問答 浮
魚
礁
の
整
備
を
計
画
ど
お
り

実
施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ

朝比奈利広
（21県政会）

�
 
高
知
工
科
大
学
と
山
梨
日
立
建

機
株
式
会
社
と
の
共
同
調
査
・
研

究
の
進
捗
を
聞
く
。

�
 
商
工
労
働
部
長　

工
科
大
学
と

山
梨
日
立
建
機
は
、
十
四
年
八
月

に
対
人
地
雷
探
査
装
置
の
共
同
研

究
開
発
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
し
、

セ
ン
サ
ー
部
分
は
工
科
大
学
が
、
対

人
地
雷
除
去
装
置
は
山
梨
日
立
建

機
が
担
当
し
、
共
同
研
究
開
発
を

進
め
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
当

事
者
間
で
協
議
が
調
っ
た
場
合
は
、

共
同
研
究
契
約
書
を
締
結
す
る
予

定
で
あ
る
が
、
共
同
し
た
取
り
組
み

は
そ
の
後
進
展
し
て
い
な
い
と
聞
い

て
い
る
。

�
 
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
地
雷
除

去
シ
ス
テ
ム
の
実
用
化
、
企
業
化
へ

の
取
り
組
み
を
聞
く
。

�
 
産
業
技
術
担
当
理
事　

工
業
技

術
セ
ン
タ
ー
で
開
発
し
た
地
雷
除
去

シ
ス
テ
ム
は
、
十
五
年
度
に
県
内
企

業
と
共
同
で
試
作
開
発
し
た
も
の

で
、
現
在
、
特
許
出
願
の
手
続
を
進

め
て
い
る
。
今
後
、
こ
の
研
究
成
果

を
事
業
化
す
る
た
め
に
は
、地
雷
が

敷
設
し
て
あ
る
現
場
で
使
っ
て
み
る

必
要
が
あ
り
、
民
間
が
中
心
と
な
っ

て
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
国
外
で
の

実
施
と
、
必
要
な
外
部
資
金
の
導

入
に
対
し
て
可
能
な
支
援
を
行
っ
て

い
く
。

�
 
県
が
牽
引
役
と
な
っ
て
高
知
版

の
リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
タ
ウ
ン
を
進

め
て
い
く
考
え
は
な
い
か
。

�
 
知
事　

退
職
後
の
方
々
を
引
き

つ
け
る
よ
う
な
地
域
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
地
域
に
と
っ

て
有
力
な
手
法
の
一
つ
だ
が
、こ
う
し

た
構
想
の
実
現
に
は
資
金
と
ノ
ウ
ハ

ウ
を
持
つ
民
間
の
協
力
が
必
要
で
あ

り
、何
よ
り
地
域
住
民
や
市
町
村
の

主
体
的
な
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な
い
。

県
と
し
て
も
、取
り
組
み
た
い
課
題
の

一
つ
で
あ
り
、情
報
収
集
に
も
努
め
、

具
体
的
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
県
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。

問答問答問答 地
雷
除
去
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に

よ
る
国
際
貢
献
に
取
り
組
め

土森　正典
（自由民主党）

（4月～6月） 

総務委員会
４月２０日～６月１７日　各出先機関等の業務概要を現地

などで聴取（１４日間）
５月１９日　政府要望の要望項目を取りまとめる
６月８日　政府要望（総務省ほか）
７月２３日、２４日、２６日　（７月定例会中）
　　　　　「平成１６年度高知県一般会計補正予算」など

９件の議案を審査し、１件は修正可決、８件
は原案どおり可決。請願１件を採択。意見
書案２件を審査。 大津小学校を視察する総務委員

産業経済委員会
４月２２日～６月９日　各出先機関等の業務概要を現地

などで聴取（１３日間）
５月１９日　政府要望の要望項目を取りまとめる
６月２日　政府要望（農林水産省ほか）
７月２３日、２６日　（７月定例会中）
　　　　　「高知県立高等技術学校の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例議案」な
ど８件の議案を審査し、全て原案どおり可
決。意見書案１件を審査。 名古屋市中央卸売市場を視察する産業経済委員

文化厚生委員会
４月２８日～６月４日　各出先機関等の業務概要を現地

などで聴取（８日間）
５月１９日　政府要望の要望項目を取りまとめる
６月１０日　政府要望（厚生労働省ほか）
７月２３日、２６日　（７月定例会中）
　　　　　「土佐郡本川村、吾川郡伊野町及び同郡吾北

村の配置分合に伴う関係条例の整理に関す
る条例議案」など８件の議案を審査し、全
て原案どおり可決。意見書案５件を審査。 筑波実験植物園を視察する文化厚生委員

企画建設委員会
４月２０日～６月９日　各出先機関等の業務概要を現地

などで聴取（１３日間）
５月１９日　政府要望の要望項目を取りまとめる
６月３日　政府要望（国土交通省ほか）
７月２３日、２６日　（７月定例会中）
　　　　　「平成１６年度高知県一般会計補正予算」など

２０件の議案を審査し、全て原案どおり可決。
意見書案１件を審査。

甫喜ヶ峰風力発電所を視察する企画建設委員
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こうち県議会だより

＊この広報紙は古紙配合率７０％以上の再生紙を使用しています。

平成１６年（２００４年）　９月１２日（日）

　９月２１日（火）開　会
　　２８日（火）質疑並びに一般質問
　　２９日（水）　 〃
　　３０日（木）　 〃
１０月　１日（金）予算委員会
　　　４日（月）常任委員会
　　　５日（火）　 〃
　　　６日（水）　 〃
　　　７日（木）　 〃
　　　８日（金）閉　会
＊予定ですので、変更になる場合があります。
傍聴の際には、議会事務局議事課
（TEL ０８８-８２３-９５３４）で必ず日程を御確認ください。

お
知
ら
せ 

高知県こども条例・あったか高知観光条例ができました！

高知県こども条例
　高知県こども条例の全文は、こども課
のホームページでご覧いただけるほか、
県庁１階県民室でもお配りしています。
お問い合わせ
高知県教育委員会こども課
TEL 088･821･4896
FAX 088･821･4725
Ｅ －メール
311501@ken.pref.kochi.lg.jp
ホームページ
http://www.pref.kochi.jp/̃kodomo

あったか高知観光条例
　あったか高知観光条例の全文は、観
光振興課のホームページでご覧いただ
けます。
お問い合わせ
高知県商工労働部観光振興課
TEL 088･823･9609
FAX 088･823･9256
Ｅ－メール
151501@ken.pref.kochi.lg.jp
ホームページ
http://www.pref.kochi.jp/̃kankou

産 業 経 済 委 員 会
付託を受けた議案は、いずれも全会一致又は多数をもって可決した。
■議員提出条例「あったか高知観光条例議案」について
　委員から、昨年、国が観光立国宣言し、観光立国行動計画が策定された。各市町村
へ基本計画策定の積極的な啓発、また、「あったか高知」の冠をつけているが、これは、
高知を象徴する言葉であり、前の言葉の継続ではなく、刷新して言葉を使ってほしいがどう
かという質疑があり、執行部からは、国の施策については、ビジョンの会合の中で、周知し
ていく。また、「あったか高知」の県民への浸透度は非常に高く、そういうことも踏まえなが
ら使っていきたいとの答弁があった。
■財団法人グリーンピア土佐横浪の破産について
　執行部から、財団の破産の経緯や、今後の対応について報告があった。
　委員から、昭和６３年と平成元年に、金融機関が財団に貸し付けるのに当たって、県が
一切関係ないという契約のしかたをしているか、確認をとっているのかという質問があり、執
行部から、県が金融機関に対して、債務保証とか損失補償という形では全くないということ
は確認している。ただ、昭和６２年に、財団の運営については県と須崎市、土佐市の三者
で責任をもつ、との確認書を金融機関が持っているとの答弁があった。
■農協の不祥事件について
　執行部から、これまで農協に対しては、不祥事防止体制の徹底の指導と不祥事発生
農協に対する体制整備の確認、ＪＡ内部でのモラルの徹底、教育、研修強化の指導、
農協中央会による体制指導などを中心に、たびたび指導してきたところであるが、今後も
さらに、内部牽制機能の一層の強化を図ることに加え、組合員へ適切な説明責任を果た
すことにより、農協の意識改革を進めていくよう指導するとの報告があった。
　これに対し委員から、なお一層厳しい指導を行ってもらいたいという強い意見があった。
■高知競馬の収支状況について
　執行部から、平成１５年度収支は、基金を含めて、１億２千万円余りの黒字になったが、
売上高は落ち込み傾向で、平成１４年度に比べ、１４％程度の落ち込みになっている。また、
平成１６年度も落ち込み傾向が続いており、そういったことにも対応するため、徳島県藍住
町に場外売り場を９月にオープン予定であるとの説明があった。

付託を受けた議案は、いずれも全会一致又は多数をもって可決した。
■フェリー航路維持特別対策事業費について
　執行部から、この予算は、今年１月末に運航停止となった宿毛・佐伯フェリーの航路再
開を支援する経費だとの説明があった。
　また、航路再開に向け、５月下旬に新会社設立、７月上旬に航路再開へと取り組んで
きたが、７月２１日に再開を目指していた会社から、再開を断念することが伝えられた。その
ため、航路再開は白紙となったが、この補正予算は、今後、新たな会社と交渉を始める枠
組みとして必要との説明があった。
　委員から、今回の補正予算は、航路再開を断念した会社を対象に計上したものであり、
その会社が断念した以上、予算を取り下げるべきでないか。更に、その交渉自体も、詰め
が甘かったのではないかとの質疑があった。
　執行部から、この航路は、物流や観光面で重要であり、必ず再開しなければならない。
結果として、航路再開は白紙に戻ったが、今回の補正予算は、今後、航路再開に意欲
のある会社と交渉していく上で、必要不可欠であるとの答弁があった。併せて、別の委員
から、今回の補正予算は、航路再開に向けての枠組みに沿った予算であり、再開を断念
した会社のみを想定して計上したものではないとの説明もあった。
　委員会としては、今回の交渉経過や結果には問題とする点もあるが、この補正予算は、
新会社と交渉を行うのに必要不可欠であり、さらに執行部の航路再開に全力で取り組む
との決意表明も踏まえ、認めることとした。
■高知女子大学の合否判定過誤に係る損害賠償について
　執行部から、平成１１年度、生活科学部健康栄養学科の前期入学試験の配点ミスで、
合格受験生４名を不合格としたが、うち１名から提起された損害賠償請求の判決で、４７３
万円余りの支払いを命じられ、６月３０日に支払った。今回の問題は、チェック体制不備等
によるもので、職員に故意や重大な過失があったとは認められないことから、個 の々職員へ
の求償権は行使しないとの報告があった。
　委員から、過誤を起こした職員へ求償権を行使できないのは何故かとの質問に対して、
執行部は、この過誤は大学の組織的なチェック体制不備で起こったものであり、類似の判
例からも、個 の々職員へ求償権を行使するのは難しいとの答弁があった。
　また、学長以下、関係した職員の懲戒処分とともに、チェック体制を整備するなどの取
り組みをしている。さらに、職員から寄付を集め基金を募り、一部ではあるが負担もしている
との答弁もあった。

企 画 建 設 委 員 会

総 務 委 員 会
　今定例会で付託を受けた議案は、市町村合併関連の条例議案３件及び高知県税
条例の一部を改正する条例議案は賛成多数をもって、その他の議案は全会一致を
もっていずれも可決した。また、２月定例会で付託を受け、継続審査となっていた
「高知県こども条例議案」は、修正案及び修正部分を除く原案とも賛成多数をもっ
て可決した。
■高知県税条例の一部を改正する条例議案について
　委員から、老年者控除の廃止による影響額について質疑があり、執行部から、今年度の
地方財政計画を基に推定すると、１億５千３百万円の増収が見込まれるとの答弁があった。
■児童生徒緊急安全対策事業費について
　委員から、既に実施済みの市町村に、補助内容の差による不公平感はないか。また、
防犯ブザーを生かす取り組みについて質疑があり、執行部から、すべての子供に防犯ブ
ザーが行き渡ることを第一に、市町村の意見も聴いて決めた。今後は、防犯ブザーの利
用方法や地域への啓発等も含めて、関係者に取り組みを求めるとの答弁があった。
■高知県が当事者である和解に関する議案について
　委員から、裁判所が和解を勧告したのは、県にも県有地管理上のミスがあったからでは
ないかとの指摘がなされ、執行部から、管理が不十分であった。再発防止のため、全遊休
財産の調査や境界確認などを行い、県有地の適正な管理に努めているとの答弁があった。
■高知県こども条例議案について
　冒頭、執行部から、継続審査に至った論点への対応や以後の取り組み状況等について
説明があり、これを受け、委員から賛否両論の意見が出た。このうち、条例案は子供の権利
保障に偏重しており、濫用が懸念される。子供の権利は既に法令で保障されている。制定
について県民の賛否が分かれている等の意見に対し、執行部から、子供の義務は前文にも
明記している。県民の賛否が分かれているのは、内容を十分に説明し切れていない面があり、
一層努力するが、子供が健やかに育つ環境や権利が損なわれている現状がある。条例案
の策定には４年の歳月と延べ数千人の県民がかかわっており、成立を願うとの答弁があった。
　こうした議論の後、委員から、無条件に休み、遊ぶ権利を認めたとの誤解が懸念される
条項を削るなどの修正案が出され、これに対し、県民の意見も分かれており、なお継続審
査を求める意見も出たが、採決の結果、賛成多数により、修正案及び修正部分を除く原
案ともに可決された。

付託を受けた議案は、いずれも全会一致又は多数をもって可決した。
■市町村合併に伴う保健所や福祉事務所の所管区域の変更について
　委員から、これだけの地域、一定の人口が加わっても、組織体制に何の変動もなくて
良いのか。合併による住民の一番の関心は身近なサービスがどうなるかである。合併によ
り、辺地となり、十分なサービスが受けられなくなるのではないかといった不安を払拭する必
要がある。内部の体制については十分な検討が行われているのかとの質疑があった。
■精神科病院の職員による預り金の着服について
　委員から、県の立入検査が十分に機能していない。抜き打ち検査を行うなど厳しい姿勢
で臨む必要がある。また、多額の預り金を預かる必要はなく、指針を定めて一定額以上は預
からないようにしてはどうか。さらには、検査に当たる職員の質の向上を図るため、職員研修
を実施するとともに、患者の権利を守るため、成年後見制度や、苦情解決機構、ソーシャル
ワーカーの活用といったことの周知徹底に取り組む必要があるとの意見があった。
■県民文化ホールの改修について
　執行部から、開館から約２８年が経過し、平成１８年度には設備が使用できなくなる恐れ
があること、地震等により倒壊の可能性が高いことから、設備の改修工事とともに耐震補
強工事を行う予定で、工事期間は１２カ月から１５か月程度を見込でいるとの報告があった。
委員から、改修では、外観も悪くなり、また、全国でも最低の収容能力しか持たない状況
は改善されないがどうかとの質問があった。執行部からは、新施設の検討には少なくても５
年以上はかかる。現在の厳しい財政状況からも、当面は、現在の施設を改修せざるを得
ない。また、１,５００席しかない現在の収容能力が十分ではないと認識しているが、新施設
については、改修後に検討会を持って庁内の意思統一、県民の合意を得る機会を持つ
必要があると考えているとの答弁があった。また、委員から休館中の代替施設について質
問があり、執行部から、工期のさらなる短縮及び、代替施設の確保を検討するためハード
面、ソフト面のプロジェクトチームをつくる予定であるとの答弁があった。
■海外出張について
　委員から、財政ひっ迫により、住民サービスを低下させ、職員の退職金や給与を減額す
るような状況下にあって、中国の安　省へ知事夫人を公費で出張するのかとの質問が
あった。執行部から、一度見直してみる必要もあるということで検討中であると答弁があっ
た。

文 化 厚 生 委 員 会


